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   開     議 

 

 

○内谷邦彦議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 ここで、本日の本会議運営について、議会運

営委員会の報告を求めます。 

 平 進介議会運営委員長。 

  （平 進介議会運営委員長登壇） 

○平 進介議会運営委員長 おはようございます。 

 本日の本会議運営について、先ほど議会運営

委員会を開催し、協議いたしましたので、その

結果をご報告いたします。 

 初めに、２月27日の本会議において、各常任

委員会及び予算特別委員会に付託されました議

案等の審査結果を各常任委員会委員長、予算特

別委員会委員長から報告を受け、それぞれ質疑、

討論、表決を行います。 

 次に、本日追加提案されます議案について申

し上げます。 

 追加議案は、議事日程第５号のとおり、予算

案３件、人事案件１件、議会案２件であります。 

 追加議案の審議につきましては、付託議案の

表決終了後に、議長から委員会付託を省略し、

全員による審議を諮っていただき、決定後、そ

れぞれ提案説明を受け、質疑、討論、表決を行

います。なお、人事案件については、申合せに

のっとり、提案説明後、質疑と討論を省略し、

直ちに表決することといたします。 

 追加議案の審議終了後、議長から議員派遣の

報告をいただいた後、閉会中における継続調査

について発議いただき、表決を行います。 

 全日程終了後、市長から挨拶を受けて定例会

を閉会することといたします。 

 以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、報告といたします。 

○内谷邦彦議長 本日の会議は、ただいまの議会

運営委員長報告のとおり、配付しております議

事日程第５号をもって進めます。 

 それでは、直ちに本日の会議に入ります。 

 

 

 日程第１ 議案第１０号 財産の無 

 償貸付について外２３件 

 

 

○内谷邦彦議長 日程第１、議案第10号 財産の

無償貸付についてから日程第24、議案第９号 

令和８年度長井市下水道事業会計予算までの24

件を一括議題といたします。 

 

 

 総務常任委員会審査報告 

 

 

○内谷邦彦議長 初めに、総務常任委員会の審査

の報告を求めます。 

 鈴木一則総務常任委員長。 

  （鈴木一則総務常任委員長登壇） 

○鈴木一則総務常任委員長 おはようございます。 

 令和８年３月市議会定例会において、総務常

任委員会に付託になりました議案６件について、

審査いたしました経過と結果についてご報告申

し上げます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る３月９日

に開催し、委員全員出席の下、当局関係者の出

席を求め、審査をいたしております。 

 それでは、議案第10号 財産の無償貸付につ

いて申し上げます。 

 本案は、上下分離方式によるフラワー長井線

の運営を継続するため、引き続き山形鉄道株式
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会社に対し、鉄道用地を無償で貸し付けるため

提案されたものであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第17号 長井市課設置条例の一部

を改正する条例の制定について申し上げます。 

 本案は、組織機構の見直しに伴い、地域ブラ

ンドの向上を目的としたブランド戦略課を新設

するとともに、新産業団地整備課を商工振興課

の室に移行して企業立地の推進を図るため提案

されたものであります。 

 主な質疑について申し上げます。 

 委員からは、ブランド戦略課の職員の体制は

との質疑がなされ、総務課長からは、課長を含

め６名から７名体制で考えているとの答弁を受

けたところであります。 

 また、委員からは、具体的なブランド戦略事

業はとの質疑がなされ、総務課長からは、現状

の各部門で課題となっている点を洗い出し、各

分野を横断的に面の取組をすることで新たな価

値を創出していくことになるとの答弁を受けた

ところであります。 

 さらに、委員からは、どういうＳＮＳの発信

を予定しているかとの質疑がなされ、総務課長

からは、ホームページのほかに、フェイスブッ

ク、インスタグラム、エックス、ＬＩＮＥを活

用し、市の魅力を横断的に発信していくことを

考えているとの答弁を受けたところであります。 

 また、委員からは、ブランドを探していくの

は非常に難しいことだと思う。その辺はどのよ

うに考えているかとの質疑がなされ、総務課長

からは、例えば旧長井小学校第一校舎、「くる

んと」など、様々な分野の素材を組み合わせな

がら付加価値を高めて新たな価値を創出してい

くことになるとの答弁を受けたところでありま

す。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第18号 長井市行政手続条例の一

部を改正する条例の制定について申し上げます。 

 本案は、行政手続法の改正の趣旨を踏まえ、

所要の改正を行うため提案されたものでありま

す。 

 質疑に入り、委員からは、全ての公示がイン

ターネット等で公表されるのかとの質疑がなさ

れ、総務課長からは、今回の改正は不利益処分

に係る行政手続法や行政手続条例上の公示送達

の方法に関する部分になるとの答弁を受けたと

ころであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第19号 長井市特別職に属する者

の給与等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について申し上げます。 

 本案は、近年の社会情勢を鑑み、専門性の高

い非常勤特別職の報酬単価を改正するため提案

されたものであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第20号 長井市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の制定について申し上

げます。 

 本案は、国民健康保険事業の健全な運営を図

るため、税率等の改正を行うとともに、地方税

法の一部改正により、子ども・子育て支援納付

金課税額に係る規定を新設するため提案された

ものであります。 

 質疑に入り、委員からは、この制度の概要を

分かりやすく利用者に伝えてはどうかとの質疑

がなされ、税務課長からは、納税通知書の発送

に当たり、子ども・子育て支援納付金制度のチ

ラシ等を同封し、分かりやすいように周知して

まいりたいとの答弁を受けたところであります。 

 また、委員からは、基金の役割はどうなって

いるかとの質疑がなされ、市民課長からは、現

在、県に納付金を納めているが、保険税等に不
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足があった場合は基金から充当させる形で運用

している。現在１億7,200万円ほどの基金を積

んでいる。県が国民健康保険の事業主体になる

前には、基金で保険税収入も含めて調整したこ

とがある。県で調整する部分も増えているので、

基金の額を減少させることができるとの答弁を

受けたところであります。 

 さらに、委員からは、いつから県内統一の税

率になるのかとの質疑がなされ、市民課長から

は、国では保険税率の完全統一を令和18年度ま

でに検討することを求めており、山形県では令

和15年度をめどに検討していくことになってい

る。その中で、県全体の保険税がどれぐらいに

なるか、また、県で積む基金、市町村が持つべ

き基金がどれぐらいの金額になるか議論される

と思う。今後の税率についても柔軟に見直しを

かけて、急激な負担増にならないように注視し

ていきたいとの答弁を受けたところであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第22号 長井市霊園条例の一部を

改正する条例の制定について申し上げます。 

 本案は、市霊園の墓所使用に係る管理料の改

正を行うため提案されたものであります。 

 主な質疑について申し上げます。 

 委員からは、管理料の納付書に料金改正の理

由も加えて通知してはどうかとの質疑がなされ、

市民課長からは、納付書は８月に発送し、８月

中の納期となる。利用者に対して改正の内容及

び理由を添えた説明文書を発送してまいりたい

との答弁を受けたところであります。 

 また、委員からは、核家族で高齢化が進み、

墓の承継が難しくなり、永代墓地などの要望は

ないのかとの質疑がなされ、市民課長からは、

ここ数年、年間10件程度の墓じまいの相談があ

る。相続者がいない場合は市の無縁墓地での対

応を考えているとの答弁を受けたところであり

ます。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で総務常任委員会に付託になりました案

件審査の報告を終わります。 

○内谷邦彦議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○内谷邦彦議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、日程第１、議案第10号 財産の無

償貸付についてから日程第６、議案第22号 長

井市霊園条例の一部を改正する条例の制定につ

いてまでの６件について、討論の通告がありま

せんので、討論を終結し、順次採決いたします。 

 まず、日程第１、議案第10号 財産の無償貸

付についての１件について、総務委員長の報告

は原案可決であります。 

 総務委員長報告のとおり決するに賛成の議員

の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○内谷邦彦議長 起立全員であります。 

 よって、議案第10号は、総務委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第２、議案第17号 長井市課設置

条例の一部を改正する条例の制定についての１

件について、総務委員長の報告は原案可決であ

ります。 

 総務委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○内谷邦彦議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第17号は、総務委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第18号 長井市行政手

続条例の一部を改正する条例の制定についての

１件について、総務委員長の報告は原案可決で

あります。 
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 総務委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○内谷邦彦議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第18号は、総務委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第４、議案第19号 長井市特別職

に属する者の給与等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についての１件について、総務

委員長の報告は原案可決であります。 

 総務委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○内谷邦彦議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第19号は、総務委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第５、議案第20号 長井市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いての１件について、総務委員長の報告は原案

可決であります。 

 総務委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○内谷邦彦議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第20号は、総務委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第６、議案第22号 長井市霊園条

例の一部を改正する条例の制定についての１件

について、総務委員長の報告は原案可決であり

ます。 

 総務委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○内谷邦彦議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第22号は、総務委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 

 

 厚生常任委員会審査報告 

 

 

○内谷邦彦議長 次に、厚生常任委員会の審査の

報告を求めます。 

 鈴木 裕厚生常任委員長。 

  （鈴木 裕厚生常任委員長登壇） 

○鈴木 裕厚生常任委員長 厚生常任委員会の審

査報告を申し上げます。 

 令和８年３月市議会定例会において、厚生常

任委員会に付託になりました議案３件について、

審査をいたしました経過と結果についてご報告

申し上げます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る３月11日

に開催し、委員全員出席の下、当局関係者の出

席を求め、審査いたしております。 

 それでは、議案第12号 指定管理者の指定に

ついて申し上げます。 

 本案は、のがわクラブを指定管理者に指定し、

長井市パークゴルフ場の管理運営を行わせるた

め提案されたものであります。 

 質疑に入り、委員からは、のがわクラブの会

員ではない一般の方も使用することは可能かと

の質疑がなされ、健康スポーツ課長からは、一

般の方でも１回当たり300円で使用可能である

との答弁を受けたところであります。 

 さらに、委員からは、使用申請の方法はとの

質疑がなされ、健康スポーツ課長からは、悪天

候時は閉鎖しているが、通常時は事務所に申請

いただくことになるとの答弁を受けたところで

あります。 

 さらに、委員からは、事務所の営業時間はと

の質疑がなされ、健康スポーツ課長からは、午

前８時から午後４時までで、冬期は天候によっ

て変更があるとの答弁を受けたところでありま

す。 

 また、委員からは、指定管理を３年間とした

理由はとの質疑がなされ、健康スポーツ課長か


